
 
個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に つ い て の 同 意 書  

 

当 財 団 は、 以 下 の 「個 ⼈ 情 報 保 護 ⽅ 針」 に 従 い、 奨 学 ⾦ 制 度 の 募 集 に 関 し て お 預 か り す 

る 応 募 者 の 個 ⼈ 情 報 （願 書 等） を 取 扱 い ま す。 こ れ に 同 意 い た だ け る 場 合 は、 同 意 書 に ご 

署 名 い た だ き、 願 書 等 と と も に ご 送 付 い た だ き ま す よ う お 願 い い た し ま す。  

 

 

公 益 財 団 法 ⼈ 倉 ⽯ 地 域 振 興 財 団  

理 事 ⻑     倉 ⽯   和 明        

 

個 ⼈ 情 報 保 護 ⽅ 針  

 

公 益 財 団 法 ⼈ 倉 ⽯ 地 域 振 興 財 団 （以 下 当 財 団） は、 平 成  17 年 4 ⽉ 1 ⽇ か ら 全 ⾯ 施 ⾏ さ れ た  

「個 ⼈ 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （以 下、 個 ⼈ 情 報 保 護 法 と い い ま す。）」 に 則 り、 職 務 に 

関 連 す る 個 ⼈ 情 報 の 取 得・ 利 ⽤・ 管 理 等 の 取 扱 い に つ い て、 以 下 の 通 り 個 ⼈ 情 報 保 護 ⽅ 針 

を 定 め ま す。  

 

1.   個 ⼈ 情 報 に 関 す る 法 令 な ど の 遵 守  

個 ⼈ 情 報 に 適 ⽤ さ れ る 関 係 法 令・ ガ イ ド ラ イ ン 等 を 遵 守 し、 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い を 適 切 に ⾏ 

い ま す。  

2.   個 ⼈ 情 報 の 収 集  

個 ⼈ 情 報 は、 適 正 な ⼿ 段 に よ り 取 得 し ま す。  

3.   個 ⼈ 情 報 の 利 ⽤ ⽬ 的  

個 ⼈ 情 報 の 利 ⽤ ⽬ 的 は、 本 財 団 の 奨 学 ⾦ 制 度 に 関 し、 募 集 要 領 等 の 送 付、 選 考 結 果 の 連 

絡・ 公 表、 そ の 他 当 財 団 の 事 務 連 絡 等 に 利 ⽤ す る こ と が あ り ま す。 個 ⼈ 情 報 の 利 ⽤ は、 

利 ⽤ ⽬ 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 で ⾏ い ま す。  

4.   個 ⼈ 情 報 の 開 ⽰ に つ い て  

個 ⼈ 情 報 を 上 記 3. 以 外 の ⽬ 的 で 第 三 者 に 提 供 す る 場 合 は、 予 め 本 ⼈ の 同 意 を 得 る こ と と し 

ま す。 ま た、 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は、 安 全 管 理 が 図 ら れ る よ う 適 切 

に 対 処 し ま す。 な お、 法 令 上 開 ⽰ す べ き 義 務 そ の 他 緊 急 の 必 要 が あ る 場 合 に は、 例 外 的 

に 個 ⼈ 情 報 を 第 三 者 へ 提 供 す る こ と が あ り ま す の で、 ご 了 承 く だ さ い。  

5.   個 ⼈ 情 報 の 適 正 管 理  

応 募 者 か ら ご 提 供 い た だ き ま し た 個 ⼈ 情 報 に つ い て、 漏 洩、 改 ざ ん、 紛 失 な ど の 事 態 が ⽣ 

じ な い よ う、 適 切 な 安 全 管 理 措 置 を 講 じ ま す。  
 

 

同 意 書  

 

上 記、 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に つ い て 同 意 し ま す。  

   

        年     ⽉     ⽇  

   

⽒     名                                             ㊞  

 

 


